
    

ⅡⅡⅡⅡ    調査結果の要約調査結果の要約調査結果の要約調査結果の要約    

 

１１１１    労働時間・休日制度等について労働時間・休日制度等について労働時間・休日制度等について労働時間・休日制度等について    

（１）平均週所定労働時間 

 

 

 

 第１表 週 40 時間達成事業所の割合の推移 

年   度 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

週 40 時間達成割合 91.8％ 92.8％ 91.4％ 93.4％ 93.4％ 92.6％ 

第２表 １事業所平均週所定労働時間の推移 

年   度 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

平均週所定労働時間 

（全国平均） 

39:38 

(39:29) 

39:31 

(39:26)  

39:26 

(39:26) 

39:15 

(39:25) 

39:17 

（39:31） 

39:23 

（－） 

第３表 労働者１人平均週所定労働時間の推移 

年   度 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

平均週所定労働時間 

（全国平均） 

38:53 

（39:05） 

38:57 

（39:03） 

38:51 

（39:04） 

38:39 

（39:01） 

38:52 

（39:02） 

38:55 

（－） 

  ※ 全国平均「就労条件総合調査」：調査対象は常用労働者が 30 人以上の民営法人 

（２）週休制 

 

 

第４表 週休２日制を採用する事業所数割合の推移 

年   度 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

週休２日制採用割合 

（全国平均） 

81.7％ 

（84.3％） 

81.5％ 

（85.2％） 

83.4％ 

（88.6％） 

83.6％ 

（87.2％） 

83.6％ 

（84.1％） 

84.3％ 

（－） 

  ※ 全国平均「就労条件総合調査」 

（３）年次有給休暇 

 

 

 

 

第５表 年次有給休暇の推移 

年  度 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

新規付与日数 16.7 日 17.9 日 17.8 日 17.6 日 17.1 日 17.3 日 

（全国平均） （18.5 日） （18.4 日） （18.1 日） （18.2 日） （18.2 日） （－） 

平均取得日数 9.7 日 10.2 日 9.0 日 8.7 日 8.8 日 9.3 日 

（全国平均） （9.0 日） （8.8 日） （8.8 日） （9.0 日） （9.3 日） （－） 

平均取得率 58.0％ 56.9％ 50.5％ 49.7％ 51.3％ 53.9％ 

（全国平均） （48.8％） （47.6％） （48.7％） （49.4％） （51.1％） （－） 

※ 全国平均「就労条件総合調査」 

  

●「何らかの週休２日制」を採用している事業所数割合は、84.3％となっている。 

●年次有給休暇の新規付与日数は、平均 17.3 日となっている。 

●年次有給休暇の平均取得日数は、9.3 日となっている。 

●年次有給休暇の取得日数の割合（取得率）は、53.9％となっている。 

●１事業所平均週所定労働時間は、39 時間 23分となっている。 

●労働者１人平均週所定労働時間は、38時間 55 分となっている。 



（４）年間休日 

 

 

 

第６表 年間休日総数の推移 

 ※ 全国平均「就労条件総合調査」 

 

    

２２２２    育児休業制度等について育児休業制度等について育児休業制度等について育児休業制度等について    

（１）育児休業制度について 

 

 第７表 育児休業制度の就業規則への規定状況 

 ※全国「雇用均等基本調査」、調査対象は常用労働者が５人以上の民営事業所 

 

（２）育児休業取得状況 

 

 

  第８表 育児休業取得状況 

年 度 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

山形県 

女性 89.1％ 90.2％ 89.7％ 93.7％ 93.5％ 96.5％ 

男性 0.7％ 2.1％ 2.1％ 3.4％ 3.9％ 5.0％ 

全 国 

女性 83.0％ 86.6％ 81.5％ 81.8％ 83.2％ － 

男性 2.03％ 2.3％ 2.65％ 3.16％ 5.14％ － 

※全国「雇用均等基本調査」 

（３）子どもを持つ労働者に対する支援制度 

 

 

 

第９表 子どもを持つ労働者に対する支援制度導入状況 

年 度 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

山形県 61.1％ 64.0％ 66.3％ 69.2％ 68.0％ 72.1％ 

全 国 62.1％ 61.3％ 61.3％ 65.6％ 69.6％ － 

※全国「雇用均等基本調査」    

    

    

年   度 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

１事業所平均 108.2 日 107.6 日 108.6 日 109.4 日 109.4 日 108.9 日 

（全国平均） （105.8 日） (107.5 日) （108.0 日） （108.3 日） （107.9 日） （－） 

労働者１人平均 114.8 日 114.9 日 115.8 日 116.7 日 116.6 日 115.6 日 

（全国平均） （112.9 日） (113.2 日) （113.8 日） （113.7 日） （113.7 日） （－） 

年 度 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

山形県 80.7％ 81.9％ 83.7％ 84.4％ 85.0％ 85.2％ 

全 国 － 74.7％ 73.1％ 76.6％ 75.0％ － 

●１事業所平均の年間休日総数は、108.9 日となっている。 

●労働者１人平均の年間休日総数は、115.6 日となっている。 

●育児休業取得率は、女性 96.5％、男性 5.0％となっている。 

●子どもを持つ労働者に対して、勤務時間短縮等の支援制度がある事業所は、全事業所の

72.1％である。 

●育児休業制度を就業規則に規定している事業所は、全事業所の 85.2％となっている。 



３３３３    介護休業制度について介護休業制度について介護休業制度について介護休業制度について    

 

 

 

 

  第 10 表 介護休業制度の就業規則への規定状況 

※全国「雇用均等基本調査」 

 

 

 

４４４４    女性従業員の働く環境について女性従業員の働く環境について女性従業員の働く環境について女性従業員の働く環境について    

（１）女性管理職の登用状況 

 

 

 

 

  第１図 女性管理職を有する事業所数割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）役職別の管理職者に占める女性管理職者の割合 

 

 

 

 

 

年 度 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

山形県 74.3％ 76.2％ 77.7％ 77.6％ 79.3％ 79.8％ 

全 国 ― 66.7％ ― 72.6％ 70.9％ ― 

●介護休業制度を就業規則に規定している事業所は、全事業所の 79.8％となっている。 

●介護休業取得者がいた事業所の割合は 6.5％で、取得者の内訳は女性 80.7％、男性

19.3％となっている。 

●女性管理職がいる事業所の割合は全事業所のうち 52.9％（H29 56.4％）となっている 

●役職別では、「係長相当職」のいる事業所の割合が最も高く 31.5％（H29 30.5％）と

なっている。 

●役職別の管理職者に占める女性管理職者の割合は、「係長相当職」が最も高く 24.7％

（H29 27.3％）となっている。 

女性管理職が

いる事業所＊

500事業所

(52.9%)

女性管理職が

いない事業所

397事業所

(42.0%)

役 職 別

［集計事業所数：945］

19.9%

12.6%

23.2%

31.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

役員 部 長

相当職

課 長

相当職

係 長

相当職



 

第２図 役職別の管理職者に占める女性管理職者数割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）男女労働者間の格差解消について 

 

 

 

 

 

 

第３図 男女労働者間の格差是正措置の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 ●男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための措置を「既に取り組んでいる」

37.8％（H29 39.2％）、「今後取り組む予定」8.9％（H29 9.5％）となっている。 

 ●男女労働者間の格差解消のために取組みを実施している事業所割合は 46.7％（H29 

48.7％）となっている。 

16.6%

10.4%

15.7%

24.7%

0.3% 0.2%
0.8%

1.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

役員 部長相当職 課長相当職 係長相当職
役 員 部長相当職 課長相当職 係長相当職

うち女性管理職／管理職

うち女性管理職／労働者数

集計管理職数［役員総数：1,477］［部長相当職総数：1,734］［課長相当職総数：3,683］［係長相当職総数：4,622］

集計労働者数［集計労働者数：75,517］

既に取り組

んでいる＊

37.8%

今後取り組

む予定＊＊

8.9%

今のところ

取り組む予

定がない＊

22.4%

今後の予定

については

わからない

26.0%

以前は取り

組んでいた

0.2%

無回答

4.7%

集 計

事業所数

945



（４）マタニティハラスメント対策について 

 

 

 

 

第４図 マタニティハラスメント防止対策別事業所数割合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５５５    職場の職場の職場の職場のハラスメント対策についてハラスメント対策についてハラスメント対策についてハラスメント対策について    

 

 

 

 

 

 

  第５図 パワーハラスメント、セクシャルハラスメント防止対策別事業所数割合 

 

28.1%

52.8%

43.7%

23.5%

3.8%

24.3%

5.5%

31.4%

56.4%

52.4%

23.0%

3.3%

20.7%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80%

［集計事業所数：945］

トップの宣言、会社の方針に定めた

その他

無回答

相談・苦情窓口の設置

就業規則などの社内規定に盛り込んだ

管理職や一般社員を対象にハラスメン

トについての講演や研修会の実施

実施していない

パワーハラスメント

セクシャルハラスメント

● 職場のマタニティハラスメント防止の対策として、「相談・苦情窓口の設置」42.3％

（H29 41.9％）、「就業規則などの社内規定に盛り込んだ」32.8％（H29 28.3％）などと

なっている。 

● 職場のパワーハラスメント防止の対策として、「相談・苦情窓口の設置」52.8％（H29 

49.9％）、「就業規則などの社内規定に盛り込んだ」43.7％（H29 37.9％）などとなって

いる。 

● 職場のセクシャルハラスメント防止の対策として、「相談・苦情窓口の設置」56.4％

「就業規則などの社内規定に盛り込んだ」52.4％などとなっている。 

18.3%

42.3%

32.8%

11.3%

2.8%

34.3%

7.9%

0% 20% 40% 60% 80%

［集計事業所数：945］

トップの宣言、会社の方針に定めた

その他

無回答

相談・苦情窓口の設置

就業規則などの社内規定に盛り込んだ

管理職や一般社員を対象にマタハラについての

講演や研修会の実施

実施していない



６６６６    人材不足の状況に人材不足の状況に人材不足の状況に人材不足の状況についてついてついてついて    

 

 

 

 

第６図 正社員の過不足状況              第７図 非正規社員の過不足状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７７７７    非正規労働者の正社員化について非正規労働者の正社員化について非正規労働者の正社員化について非正規労働者の正社員化について    

 

 

 

 

 

 

  第８図 非正規社員から正社員への転換を推進する措置の規定状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●正社員が「不足」している事業所は 58.8％（H29 55.0％）、非正規社員が「不足」して

いる事業所は 40.0％（H29 41.2％）となっている。 

●非正規社員から正社員への転換を就業規則に規定している事業所は 36.2％、就業規則以

外の方法で実施している事業所は、32.2％となっている。 

●非正規社員を雇用した事業所のうち、非正規社員から正社員への転換が行われた事業所

の割合は 34.8％となっている。 

非常に

不足＊

10.4%

不足

21.5%

やや不足

26.9%

適正

35.0%

やや過剰

1.5%

過剰

0.1%

非常に

過剰＊

0.2%

無回答

4.4%

【正社員】

945事業所

非常に

不足＊

9.0%

不足

13.9%

やや不足

17.1%

適正

38.8%

やや過剰

1.7%

過剰

0.1%

非常に

過剰＊

0.1%

無回答

19.3%

【非正規社員】

945事業所

就業規則、

労働協約に

規定してい

る＊＊＊＊

36.2%

就業規則、

労働協約以

外の方法で

実施してい

る＊＊＊＊

32.2%

実施してい

ない＊＊＊

27.0%

無回答

4.7%

集 計

事業所数

945



第９図 非正規社員から正社員への転換が行われた事業所数割合    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

８８８８    賃金表（賃金テーブル）賃金表（賃金テーブル）賃金表（賃金テーブル）賃金表（賃金テーブル）についてについてについてについて    

 

 

 

 

第 10 図 賃金表の作成状況別事業所数割合    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

●従業員の賃金表を、正社員、非正規社員ともに作成している事業所の割合は 38.2％、

正社員のみ作成している事業所の割合は 31.9％となっている。 

正社員、非

正規社員と

もに作成し

ている＊＊

38.2%

正社員につ

いて作成し

ている＊＊

（非正規社

員のものは

ない）＊＊

31.9%

正社員、非

正規社員の

どちらも作

成していな

い＊＊＊＊

27.1%

無回答

2.9%

集 計

事業所数

945

非正規社員

を雇用した

事業所数＊

61.5%

非正規社員

を雇用して

いない事業

所数＊＊＊

29.5%

無回答

9.0%

集 計

事業所数

945

非正社員を雇用した事業所

（581事業所）

集 計

事業所数

581
正社員への

転換が行わ

れなかった

事業所数

65.2％

(379事業所)

正社員への

転換が行われ

た事業所数

34.8％

(202事業所)



９９９９    テレワークの導入についてテレワークの導入についてテレワークの導入についてテレワークの導入について    

 

 

 

 

 

 

 

第 11 図 テレワークの導入別事業所数割合    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 図 テレワークを導入した理由別事業所数割合    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●テレワークを導入している企業は 3.2％、導入しているテレワークの種類は、在宅勤務

が 2.5％、モバイルワークが 0.8％となっている。 

●テレワークを導入した理由は、「従業員の移動時間の短縮のため」が 53.3％、「生産性

の向上のため」と「従業員のゆとりや健康的な生活の実現を図るため」が 43.3％と

なっている。 

2.5%

0.8%

0.6%

95.4%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

［集計事業所数：945］

在宅勤務を導入している

無回答

モバイルワークを導入している

サテライトオフィス勤務を導入している

上記にあてはまる制度はない

43.3%

40.0%

43.3%

3.3%

53.3%

16.7%

30.0%

40.0%

13.3%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

［集計事業所数：30］

定形的業務の効率性（生産性）の向上のため

従業員の移動時間の短縮のため

付加価値創造業務の創造性の向上のため

従業員のゆとりや健康的な生活の実現を図る

ため

オフィスコストの削減のため

顧客満足度の向上のため

無回答

優秀な人材の雇用確保のため

通勤弱者（身障者、高齢者、育児中の女性

等）への対応のため

非常時（地震・新型インフルエンザ等）の事

業継続に備えるため


